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津地区合併協議会特別職報酬等検討委員会設置規程 

（設置） 

第１条 新市の特別職の報酬等の額について審議するため、津地区合併協議会

特別職報酬等検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、会長の依頼に応じ、新市の特別職の報酬等の額について調

査審議を行う。 

（組織） 

第３条  委員会は、委員１１人をもって組織する。 

（委員） 

第４条  委員は、津地区合併協議会の構成市町村（以下「構成市町村」という。）

の区域内に存する公共的団体等の代表者その他住民のうちから、構成市町村

の長が協議の上、会長が委嘱する。 

３  委員は、審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを

定める。 

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長

が議長となる。 

２  会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３  委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席

させて意見を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができ

る。 

４  会議は、公開で行うものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、

会議に諮った上で公開しないことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、津地区合併協議会事務局において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

附  則  



１ この規程は、平成１７年９月１日から施行する。 

２  この規程の施行後最初に開かれる会議は、第６条第１項の規定にかかわら

ず、会長がこれを招集する。 
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